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１．はじめに（趣旨、目的） 

 

地域医療を守るため、本市が平成２２年から進めてきた病院統合・再編事業は、平成

２８年７月の「（仮称）加古川中央市民病院」（以下「新病院」という。）への移転に向け、

医師、看護師等医療スタッフの確保も順調に進み、その成果を着実にあげています。 

新病院への移転に伴い、現在の加古川西市民病院（以下「西市民病院」という。）は閉

院し、市民病院としての機能を終えますが、この貴重な財産を有効に活用するため、本

市では平成２６年度より跡地活用の検討を進めてきました。 

跡地活用については、職員で検討した跡地活用（案）をもとに市民の皆様との懇談会

を開催し、以降、市民の皆様や市議会から多くのご意見をいただきました。平成２７年

７月にはこれらのご意見を踏まえた「西市民病院跡地活用方針」を決定し、この方針に

基づいてより詳細な検討を行い、このたび跡地活用に関する基本的な計画としてとりま

とめるに至りました。 

本計画は、西市民病院跡地の土地利用計画（ゾーニング図）で、民間誘導により活用

するゾーンと公共で活用するゾーンを具体的に示し、今後の医療機能を含む民間誘致に

向けた準備を進めるとともに、公共活用におけるそれぞれの事業の基本的な計画を示す

ことにより、効果的な跡地活用を図ることを目的とします。 
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２．対象地の概要 

 

所在地 加古川市米田町平津字沖田 384 番 1 ほか 

土地面積 29,144.28 ㎡ 

建物概要 延床面積：31,675.38 ㎡ 

【本館】13,477.67 ㎡ 鉄筋コンクリート造 地下 1 階地上 8 階建 昭和 53 年建築 

【別館】10,141.48 ㎡ 鉄筋コンクリート造 地上 7 階建 平成 7 年建築 

【中央診療棟】7,529.29 ㎡ 鉄筋コンクリート造 地下 1 階地上 4 階建 平成 20 年建築 

【倉庫その他】526.94 ㎡ 

法規制等 市街化区域 

用途地域：第一種住居地域（建ぺい率 60％、容積率 200％） 

高度地区：第 4 種高度地区 

防火・準防火地域：指定なし 

位置図 
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３．跡地活用の基本的な考え方 

 

（１）跡地活用方針 

 平成２６年度には、地域の特性や課題、市民意識調査の結果等を踏まえた「跡地

活用（案）」を作成し、これをもとに市民の皆様との懇談会を開催しました。 

市民の皆様や市議会から多くのご意見をいただく中で、特に多かったのが医療機

能に関するご意見です。本市においても今後ますます高齢化が進行すると考えられ

る中、日常的な医療、急性期医療を提供する病院を退院した後の医療、また休日や

夜間における１次救急医療の整備を求めるご意見が寄せられました。 

平成２７年７月、西市民病院の跡地活用を進めるうえでの方向性を明確にするた

め、これまでにいただいたご意見を踏まえて決定したのが「西市民病院跡地活用方

針」です。その中心は、「医療・福祉機能の誘致」です。現在我が国では、団塊の世

代が７５歳以上となる２０２５年を見据え、急性期医療から介護まで切れ目のない

提供体制の整備が求められているとともに、あるべき医療提供体制を示す地域医療

構想の策定が都道府県により進められています。そういった中、跡地を活用し医療

機能と福祉機能の連携を図り、いつまでも住み慣れた地域で安心して生活が送られ

るまちづくりを進めるものです。しかしながら、新病院に加え、さらに跡地で市が

病院を運営することは本市の財政面、医師確保の面から困難であるため、民間の医

療機関の誘致を含め、跡地活用においては積極的な民間活力の誘導を進めることと

しました。 

さらに「休日・夜間急病センターの設置」による１次救急医療の体制整備は、新

病院をはじめとした医療機関との連携により、地域の救急医療体制の充実につなが

るものです。 

また、加古川西公民館の将来の建替えに備え、用地の検討を行うこととしました。 

■跡地活用方針 
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（２）「子育て世代に選ばれるまち」をめざして 

 西市民病院の跡地活用は、本市が平成２７年１０月に策定した「加古川市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」（以下「総合戦略」という。）のリーディング・プロジ

ェクトの中で、「病院統合再編を含めた地域医療の充実」として次のように掲げてい

ます。 

総合戦略では、国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」における３つの基

本的視点（注1）を踏まえ、とりわけ「若い世代の希望をかなえる」「地域課題を解決

する」の２つの視点を重視することとし、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

が示す４つの政策分野を踏まえ、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」

「暮らしの安全・安心を守るとともに、地域と地域を連携する」「地域への新しい人

の流れをつくる」「地域における安定した雇用を創出する」の４つを重点項目とした

地方創生に取り組み、民間活力や地域特性を最大限生かした「子育て世代に選ばれ

るまち」の実現をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
注1  国のまち・ひと・しごと創生長期ビジョンにおける３つの基本的視点（抜すい）：①「東京一極集中」

を是正する ②若い世代の就労･結婚･子育ての希望を実現する ③地域の特性に即した地域課題を解

決する 

市民病院跡地への休日・夜間急病センターの移転や医療・福祉機能の誘致など、民間活力を生かしたま

ちづくりを積極的に進めます。 
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４．跡地活用の条件整理 

 

（１）加古川西市民病院の概要の整理 

西市民病院は、主に本館、別館、中央診療棟の大きな３つの棟によって構成され

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中央診療棟 別館 本館 

敷地 29,144.28 ㎡ 

地域地区 第一種住居地域（建ぺい率 60％、容積率 200％）第 4 種高度地区 

建設年 平成 20 年 平成 7 年 昭和 53 年 

平成 17 年増築 

構造規模 鉄筋コンクリート造 

免震構造 

地下 1 階 地上 4 階 

鉄筋コンクリート造 

地上 7 階 

鉄筋コンクリート造 

地下 1 階 地上 8 階 

建築面積 2,060.14 ㎡ 2,788.70 ㎡ 3,992.83 ㎡ 

延床面積※ 7,529.29 ㎡ 10,141.48 ㎡ 13,477.67 ㎡ 
  

合計延床面積 31,675.38 ㎡（倉庫その他 526.94 ㎡を含む） 

 

【中央診療棟】       【別館】              【本館】 

※ 延床面積は登記簿上の面積 

放射線室（技術部門）受付
（アンギオ室、リニアック室、ＴＶ室、
ＰＥＴ－ＣＴ室、エコー室）

中央監視室、機械室、リネン室
解剖室、霊安室

リハビリテーション室、ＭＥ準備室
食堂（外来・職員）、売店、業者控室
看護学生控室
営繕室、機械室

外来救急（診察室１～６、待合、処置室、
受付・会計、時間外出入口）
放射線室（技術部門）総合受付
（一般撮影室、ＣＴ室、ＭＲＩ室
マンモグラフィー撮影室）

院長室、副院長室、名誉院長室、
診療部長室、応接室、研修医室
医局、図書室、病歴室、医療情報室
会議室、大会議室、看護部長室、
看護師長室、管理部長室、庶務課

ＩＣＵ、ＨＣＵ
ＩＣＵ家族控室

外来診察室（小児科、小児外科、産婦人科、
皮膚科、眼科、耳鼻いんこう科、精神･神経科）
人間ドック室、病理診断科/臨床検査室
システム室、中央材料室、内視鏡室、会議室、
相談室、栄養相談室、若草学級

病棟（産婦人科）
ＧＣＵ・ＮＩＣＵ

病棟（泌尿器科、脳神経外科、
眼科、耳鼻いんこう科、救急科）

中央手術室（手術室１～６）
家族控室

病棟（小児科）
たんぽぽ学級

病棟（外科、救急科、放射線科）

病棟（内科、整形外科、皮膚科、
小児科）

講義室
和室 等

病棟（内科、婦人科）

地下１階

１階

２階

３階

４階

５階

６階

病棟（内科）

外来診察室（内科、外科、整形外科、循環器内科、
脳神経外科、泌尿器科）
薬剤部、医事課（受付、予約受付、計算、入退院受付）
会計窓口、警備室、当直室、栄養管理係、調理室
キャッシュコーナー
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（２）施設の特徴及び各棟の関連性 

一般的に、病院施設は医療機能に特化して設計されていることから、異なる用途

への転用は困難であると言われています。 

また、西市民病院の本館は、耐震性が確保されていないことから、本計画では、

既存施設のうち、中央診療棟と別館は活用し、本館については解体することとしま

す。 

しかしながら、別館への電力供給が本館から行われていることや、３つの棟（本

館、別館、中央診療棟）の監視・制御を統合した中央監視機能も本館にあるなど、

本館を解体するためには、他の建物の機能や設備との関連性への対処が必要であり、

現状のままではいずれの建物も単独利用が困難な状況です。 

 

■本館を解体・撤去した場合の主な影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央 

診療棟 

維持する機能 

受電設備 

受電に関連して維持可能な設備（上下水道・空調・給湯） 

非常用発電設備   ※ガス設備なし 

喪失する機能 
中央監視装置 

中央監視装置に関連して喪失する設備（消防設備・電話機能） 

別館 

維持する機能 非常用発電設備・ガス供給 

喪失する機能 
受電に関連して維持不可能な設備（上下水道・空調・給湯・ｺｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ） 

中央監視装置に関連して喪失する設備（消防設備・電話機能） 

【中央診療棟】 【別館】 
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（３）日影規制 

西市民病院は、建築基準法上は１つの敷地にすべての建物が建設されています。 

今後、本館を解体し敷地を分筆する場合には、建築基準法の日影規制を考慮しな

ければなりませんが、別館と中央診療棟の日影を考慮したときに、建物から最も離

れた部分では、水路の東側約３０ｍ程度まで敷地を確保する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）水路の扱い 

前述の水路（用悪水路）が敷地の中央を通り、敷地を２つに分割しています。 

原則として、水路を挟んだ土地の一体利用を目的とする場合は水路の付け替えが

必要になります。また、水路に通路橋をかける、排水管を設置するなど水路を使用

（占用）する場合は、市の許可を受け水路使用料を納付する必要があります。 

 

（５）汚水管のルート 

現在、別館及び中央診療棟の汚水排水は、それぞれ公民館駐車場と中央診療棟駐

車場を通って市道岸砂部線に敷設されている公共下水道に接続されています。 

跡地活用においては、将来的な土地利用を考慮したうえで、これらの汚水排水の

取扱いを検討する必要があります。 

 

4.0時間 

2.5時間 

敷地境界（例） 

市道岸砂部線 
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（６）その他 

一定規模（３,０００㎡）以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそ

れがあると都道府県知事等が認めるときには、土壌汚染対策法による土壌汚染調査

の実施が必要になります。なお、土壌の汚染が確認された場合には、汚染の除去等

が必要になります。 

また、西市民病院敷地は文化財の包蔵地ではありませんが、試掘調査を実施する

予定です。 
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５．民間事業者との対話 

 

（１）民間事業者との対話の概要 

今後の事業者公募に向けた条件整理を行うため、本市が考える導入予定施設等に

ついて、民間事業者との対話を実施しました。 

 

 

（２）実施スケジュール等 

７事業者より、対話の参加申込みがあり、以下のとおり実施しました。 

平成 27年 0 9月 24 日 事前説明会  

0 9月 24 日～10月 16 日 対話参加申込期間  

10月 19日～10 月 23日 対話実施 ７事業者 

 

 

  

 

「対話」とは 

民間事業者との対話は、西市民病院の跡地活用について、本市が民間市場等を把握しながら事業者公募に向けた条

件整理に役立てることを目的としたものです。したがって、実際に当該物件を取得し、施設の整備・運営を行う事業

者を募集したものではありません。 
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（３）実施結果の概要 

ア 施設整備等 

(1) 医療・福祉機能（設置の可能性、想定規模、施設の内容） 

・公募条件（素案）で示した「医療法の規定に基づく医療機能を持つ施設を整備すること」

について、複数の事業者から可能性があるとの回答がありました。その施設規模につい

ては、診療所から病院まで違いがありました。 

・医療機能と連携する福祉機能として考えられるものでは、複数の事業者から特別養護老

人ホームやサービス付き高齢者向け住宅という意見があったほか、介護老人保健施設や

訪問介護ステーションなどの意見がありました。 

(2) 上記に加えて設置を想定する施設（種類、想定規模） 

・共同住宅などの提案がありました。 

イ 既存施設の活用に関する考え 

・本館については、複数の事業者から利用しないとの回答がありました。 

・中央診療棟と別館については、活用の可能性があるものの、病院建物を他用途に改修す

ることは困難であるという意見、設備等の関連性が気になるという意見、本館を解体し

た場合には、新たな玄関口を設ける必要がある等の意見がありました。 

ウ 公募対象範囲に対する考え 

・一括で公募することにより、調和のとれた利用が図られるメリットがあるという意見が

あった一方で、規模が大きいので分割の提案がありました。 

エ 事業方式について（売却方式に対する考え） 

・定期借地権方式も考えられるという意見がありました。 

オ 周辺駐車場（概略図：【Ｂ】～【Ｅ】）の活用に関する考え 

・駐車場や関連事業としての利用以外に特段の意見はありませんでした。 

カ その他 

・公募条件（素案）で示した医療機能は設置できないが、部分的な賃借を希望するという

意見がありました。 

 

今回の対話により、公募条件（素案）で示した「医療法の規定に基づく医療機能

を持つ施設を整備」について、複数の事業者から可能性があるとの回答が得られま

した。これにより医療機能の導入については、条件として成立する可能性があるこ

とが確認できました。しかしながら、その施設規模については診療所から病院まで

異なっており、また、病院の設置は病床数の問題から困難と考える事業者もありま

した。本市としては、引き続き平成２８年４月に予定されている基準病床数の見直

しの動向を注視するとともに、医療機能の誘致に向け最大限の努力をしてまいりま

す。 

また、既存施設のうち中央診療棟と別館については活用の可能性があるものの、

事業者の参入判断を得るためには、建物図面や設備の状況、土壌汚染のリスクなど、

事業者が懸念する事項の情報が必要であることが確認できました。さらに、医療や

福祉機能に加えた活用としては、居住系の可能性が確認できました。 
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６．土地利用計画 

加古川西市民病院跡地活用のゾーニング 

跡地活用の条件整理、民間事業者との対話の実施結果を踏まえ、ゾーニング及び

跡地活用を以下のように設定しました。大きく「公共施設ゾーン」と「民間活用ゾ

ーン」の２つで構成し、民間活用ゾーンは、さらに「医療・福祉」のゾーンと「そ

の他」のゾーンに分かれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 民間活用ゾーン（医療・福祉） 

医療法の規定に基づく医療機能（回復期機能等）を持つ施設及び超高齢社会に

対応できる福祉機能を持つ施設を整備・運営する民間事業者（複数の事業者で構

成するグループを含む。）を募集します。 

② 民間活用ゾーン（その他） 

民間事業者により様々な提案が期待できるゾーンです。敷地はＪＲ宝殿駅より

徒歩８分程度と交通の便の良い土地で、第一種住居地域（建ぺい率６０％、容積

率２００％）に指定されています。 

 民間活用ゾーン 
 

中央診療棟 

本 館 

別 館 

加古川西 
公民館 

公共施設 
ゾーン 

民間活用 
ゾーン 

（その他） 

民間活用 
ゾーン 

（医療・福祉） 

公共施設 
ゾーン 
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③ 公共施設ゾーン 

休日・夜間急病センターの設置と加古川西公民館（加古川西市民センター）の

建替え用地として確保します。両施設とも、駐車場スペースをあわせて検討しま

す。 

整備時期、施設整備の内容等については、今後、施設ごとに検討を進めますが、

加古川西公民館（加古川西市民センター）については、他の公民館の整備時期も

踏まえて検討します。 

 

 

７．民間事業者による跡地活用手法の検討 

（１）事業者の募集方法 

跡地活用の条件整理、民間事業者との対話の実施結果を踏まえ、民間活用ゾーン

（医療・福祉）と民間活用ゾーン（その他）は一括売却方式を基本として公募する

こととします。 

本計画において、本館は解体を前提としていますが、市では解体を行わず、建物

の解体等は事業者が行うこととします。 

なお、事業者へは建築基準法や医療法、その他国、県、市の関係法令等の遵守に

加え、新たに整備等を行う際には、地域の浸水被害を防止するための雤水の貯留や

浸透能力の向上への協力を求めます。 

 

（２）事業者の選定方法 

本事業は民間事業者の様々な提案を求めるため、事業者の選定方法は、総合的な

評価により事業者を選定する公募型プロポーザル方式とします。 

公募型プロポーザル方式では、事業者の提案を受け、優先交渉権者、次点者を選

定しますが、事業者選定委員会を設置して優先交渉権者等の審議を行い、透明性、

公平性を確保します。 

 

 

８．今後の進め方 

本計画の実現は、平成２８年４月に予定されている基準病床数の見直しに大きく影響

を受けるものです。本市としては、その動向を注視し、医療機能の誘致に向け最大限の

努力を行うとともに、見直し結果を踏まえた事業者募集の条件を検討します。また、福

祉機能についても、本市の「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」との整合を図りなが

ら、事業者募集の条件を検討します。 


